
■
表
２
　
認
知
症
高
齢
者
の

　
　
　
　
日
常
生
活
自
立
度
に
基
づ
く
判
定
基
準

認
定

区
分

障
害

事
由

ラ
ン
ク

判
定
基
準

特別障害者

Ｍ

著
し
い
精
神
症
状
や
問
題
行
動
あ

る
い
は
重
篤
な
身
体
疾
患
が
見
ら

れ
、
専
門
医
療
を
必
要
と
す
る

Ⅳ

日
常
生
活
に
支
障
を
来
す
よ
う
な

症
状
・
行
動
や
意
思
疎
通
の
困
難

さ
が
頻
繁
に
見
ら
れ
、
常
に
介
護

を
必
要
と
す
る

ｂⅢ

夜
間
を
中
心
と
し
て
、
日
常
生
活

に
支
障
を
来
す
よ
う
な
症
状
・
行

動
や
意
思
疎
通
の
困
難
さ
が
と
き

ど
き
見
ら
れ
、
介
護
を
必
要
と
す

る

ａⅢ

日
中
を
中
心
と
し
て
、
日
常
生
活

に
支
障
を
来
す
よ
う
な
症
状
・
行

動
や
意
思
疎
通
の
困
難
さ
が
と
き

ど
き
見
ら
れ
、
介
護
を
必
要
と
す

る

障害者

ｂⅡ

家
庭
内
で
も
、
日
常
生
活
に
支
障

を
来
す
よ
う
な
症
状
・
行
動
や
意

思
疎
通
の
困
難
さ
が
多
少
見
ら
れ

て
も
、
誰
か
が
注
意
し
て
い
れ
ば

自
立
で
き
る

ａⅡ

家
庭
外
で
、
日
常
生
活
に
支
障
を

来
す
よ
う
な
症
状
・
行
動
や
意
思

疎
通
の
困
難
さ
が
多
少
見
ら
れ
て

も
、
誰
か
が
注
意
し
て
い
れ
ば
自

立
で
き
る

　

市
で
は
、
要
介
護
認
定
を
受
け

て
い
る
人
で
、
一
定
の
判
定
基
準

に
該
当
す
る
人
に
対
し
、
申
請
に

よ
り
「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定

書
」
を
発
行
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
認
定
書
を
市
・
県
民
税
や

所
得
税
の
申
告
時
に
提
出
す
る
と
、

要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
高
齢
者
に

「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
」
を
発
行
し
ま
す

問
・
申
請
先
　
高
齢
者
福
祉
課
介
護
保
険
班
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）
４
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5 広報とみさと　2018.1.1

■住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する公表 【平成28 年11月１日～平成29年10月 31日】

№ 請求機関・申出者の名称、氏名 請求事由・利用目的の概要 閲覧年月日 閲覧に係る住民の範囲

１
新情報センター　代表理事　安藤昌弘

（委託者：総務省統計局統計調査部消費統計課）
家計消費状況調査

平成28年

11月８日

16歳以上の男女

立沢新田地区50人

２
㈱マーケティングリサーチサービス代表取締役　永井孝由

（委託者：千葉県総合企画部報道広報課）

第53回県政に関する

世論調査

平成28年

11月 10日

18歳以上の男女

七栄・中沢地区35人

３
中央調査社　会長　大室真生

（委託者：学校法人　明星学苑　明星大学）
職業に関する意識調査

平成28年

11月 29日

昭和22年１月１日～平成８年12月31日

生まれの男女　根木名地区15人

４
㈱インテージリサーチ　代表取締役社長　井上孝志

（委託者：環境省地球環境局総務課）

家庭部門のCO2 排出実態

統計調査

平成28年

12月７日

昭和３年４月２日～平成９年４月１日

生まれの男女　日吉台２丁目地区60人

５
㈱日本リサーチセンター　代表取締役　鈴木稲博

（委託者：日本銀行　情報サービス局総務課）

生活意識に関する

アンケート調査

平成28年

12月８日
20歳以上の男女　七栄地区15人

６
㈱ビデオリサーチ　代表取締役社長　加藤　讓

（委託者：日本たばこ産業㈱たばこ事業本部Ｍ＆Ｓ企画部）
全国たばこ喫煙者率調査

平成28年

12月８日

昭和２年５月１日～平成９年４月30日

生まれの男女　十倉地区20人

７
新情報センター　代表理事　安藤昌弘

（委託者：総務省統計局統計調査部消費統計課）
家計消費状況調査

平成29年

２月８日

16歳以上の男女　立沢新田・立沢・七栄・

新橋地区100人

８
新情報センター　代表理事　安藤昌弘

（委託者：総務省統計局統計調査部消費統計課）
家計消費状況調査

平成29年

６月８日
16歳以上の男女　日吉倉地区50人

９
㈱マーケティングリサーチサービス代表取締役　岩川恵理子

（委託者：千葉県健康福祉部健康づくり支援課）

生活習慣に関する

アンケート調査

平成29年

８月 30日

昭和２年６月３日～平成14年６月２日

生まれの男女70人

10
㈱日本リサーチセンター　代表取締役　鈴木稲博

（委託者：内閣府政策統括官）

青少年のインターネット

利用環境実態調査

平成29年

９月 27日

10歳以上17歳以下の男女

七栄・根木名・御料地区20人

11
㈱日本リサーチセンター　代表取締役　鈴木稲博

（委託者：NHK 放送文化研究所　世論調査部）
全国個人視聴率調査

平成29年

９月 27日
7歳以上の男女　七栄地区12人

12
新情報センター　代表理事　安藤昌弘

（委託者：総務省統計局統計調査部消費統計課）
家計消費状況調査

平成29年

９月 28日
16歳以上の男女　七栄地区53人

　住民基本台帳法の規定に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況

を公表します。

　　問市民課市民班　 （93）４０８６　

　閲覧の請求と申出ができるのは、次のとおりです。

○�国または地方公共団体の機関で、法令で定める事務の遂行のために必

要なとき

○�統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が

定める基準に照らして公益性が高いと認められるとき

○�公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益

性が高いと認められるとき

○�営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別

の事情による居住関係の確認として市長が定めるとき

「住民基本台帳の一部の写し」の閲覧に関する公表

身
体
障
害
者
手
帳
な
ど
を
持
っ
て

い
る
人
と
同
様
に
障
害
者
控
除
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
な
お
、
要
介
護
認
定
を
受
け
て

い
る
人
の
全
て
が
該
当
す
る
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
詳
し
く

は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

■
対
象

　
平
成
29
年
12
月
31
日
時
点
で
、

次
の
要
件
を
全
て
満
た
す
人

○
65
歳
以
上

○�

要
介
護
認
定
（
要
介
護
１
～
５
）

を
受
け
て
い
て
、
次
の
表
１

ま
た
は
表
２
の
判
定
基
準
に

よ
り
、そ
れ
ぞ
れ
の
「
ラ
ン
ク
」

に
該
当
す
る

■
申
請
方
法

　

次
の
も
の
を
持
参
し
、
直
接
窓

口
へ

○
印
鑑

○
介
護
保
険
被
保
険
者
証

知的障害者
（軽度・中度）に準ずる

■
表
１
　
障
害
高
齢
者
の

　
　
　
　
日
常
生
活
自
立
度
に
基
づ
く
判
定
基
準

認
定

区
分

障
害

事
由

ラ
ン
ク

判
定
基
準

特別障害者

２Ｃ

日
常
生
活
活
動
の
食
事
、
排
せ

つ
、
着
替
え
の
い
ず
れ
に
お
い

て
も
介
護
者
の
援
助
を
全
面
的

に
必
要
と
し
、
自
力
で
寝
返
り

を
う
つ
こ
と
な
く
、
ベ
ッ
ド
上

で
常
時
寝
て
い
る

１Ｃ

ベ
ッ
ド
上
で
常
時
寝
て
い
る
が
、

自
力
で
寝
返
り
を
う
ち
体
位
を

変
え
る
こ
と
が
で
き
る

２Ｂ

生
活
の
大
半
を
ベ
ッ
ド
上
で
過

ご
し
、
車
い
す
の
移
乗
や
、
食

事
ま
た
は
排
せ
つ
な
ど
に
つ
い

て
も
介
助
者
の
援
助
を
要
す
る

１Ｂ

生
活
の
大
半
を
ベ
ッ
ド
上
で
過

ご
す
が
、
自
力
で
座
位
を
保
ち

車
い
す
に
移
乗
し
、
食
事
ま
た

は
排
せ
つ
は
ベ
ッ
ド
か
ら
離
れ

て
行
う
こ
と
が
で
き
る

障害者

２Ａ

寝
た
り
起
き
た
り
の
状
態
に
は

あ
る
も
の
の
ベ
ッ
ド
か
ら
離
れ

て
い
る
時
間
の
方
が
長
い
が
、

介
護
者
が
い
て
も
ま
れ
に
し
か

外
出
し
な
い

１Ａ

寝
た
り
起
き
た
り
は
し
て
い
る
も

の
の
食
事
、
排
せ
つ
、
着
替
え
時

は
も
と
よ
り
、
ベ
ッ
ド
か
ら
離
れ

て
い
る
時
間
が
長
く
、
介
護
者
が

い
れ
ば
そ
の
介
助
の
も
と
、
比
較

的
多
く
外
出
す
る

身体障害者
（３～６級）に準ずる

身体障害者
（１・２級）に準ずる

知的障害者
（重度・最重度）に準ずる


